
軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請
に
つ
い
て

税
務
課　

課
税
係　

☎
６
４
・
１
１
０
６

定
住
促
進
と
地
域
の
活
性
化
を
図

る
た
め
、
湯
浅
町
内
に
住
宅
を
新
築

ま
た
は
購
入
し
よ
う
と
す
る
若
年
層

の
方
を
対
象
に
住
宅
取
得
の
支
援
を

実
施
し
ま
す
。
来
年
３
月
ま
で
に
完

成
が
見
込
ま
れ
る
方
は
、
ぜ
ひ
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

◆
奨
励
金
額

30
万
円　
（
た
だ
し
、
予
算
の
範

囲
内
で
す
。）

◆
申
し
込
み

事
前
協
議
が
必
要
で
す
の
で
、
９

月
30
日
（
金
）
ま
で
に
事
前
協
議

書
（
様
式
１
）
を
建
設
課
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。（
そ
の
後
、
申

請
書
の
提
出
と
な
り
ま
す
。）　　

奨
励
対
象
と
な
る
要
件

【
申
請
者
要
件
】

①
申
請
日
に
お
い
て
湯
浅
町
に
定
住

の
意
志
を
持
っ
て
居
住
し
て
い
る

こ
と
。

②
申
請
者
が
40
歳
未
満
で
あ
る
こ

と
。
た
だ
し
、
婚
姻
し
て
い
る
夫

婦
の
場
合
、
い
ず
れ
か
が
40
歳
未

満
で
あ
る
こ
と
。

③
取
得
し
た
住
宅
の
所
有
者
が
申
請

者
本
人
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
婚

姻
し
て
い
る
夫
婦
の
場
合
は
、
夫

婦
の
い
ず
れ
か
又
は
、
共
有
で
あ

る
こ
と
。

【
住
宅
要
件
】

①
指
定
期
間
内
に
住
宅
を
湯
浅
町
内

に
新
築
又
は
売
買
（
建
売
住
宅
、

中
古
住
宅
）
に
よ
り
取
得
し
た
も

の
。

②
玄
関
、
居
室
、
便
所
及
び
台
所
を

備
え
て
お
り
、
延
べ
床
面
積
50
平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
。

③
併
用
住
宅
の
場
合
は
、
店
舗
・
事

務
所
等
の
部
分
を
除
い
た
住
宅
部

分
で
①
、
②
の
条
件
を
備
え
る
も

の
。

○
詳
し
く
は
建
設
課
管
理
係
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

湯
浅
町
定
住
促
進
奨
励
金
制
度
に
つ
い
て

建
設
課　

管
理
係　

☎
６
４
・
１
１
２
４

身
体
障
害
者
手
帳
・
戦
傷
病
者
手

帳
・
療
育
手
帳
・
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳
を
お
持
ち
の
方
の
日
常
生

活
に
不
可
欠
な
生
活
手
段
と
な
っ
て

い
る
軽
自
動
車
に
つ
い
て
、
一
定
の

要
件
の
も
と
に
軽
自
動
車
税
を
減
免

す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
減
免
を
受

け
る
場
合
は
次
の
も
の
を
ご
用
意
の

う
え
、
５
月
31
日
（
火
）
ま
で
に
税

務
課
へ
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
減
免
は
、
身
体
障
害
者
等

一
人
に
つ
き
一
台
で
す
。（
普
通
自

動
車
も
含
む
。）

障
害
の
程
度
に
よ
っ
て
減
免
を
受

け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

申
請
さ
れ
る
方
は
あ
ら
か
じ
め
税
務

課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
減
免
申
請
に
必
要
な
も
の

⒈
手
帳
（
交
付
さ
れ
て
い
る
次
の
手

帳
の
い
ず
れ
か
）

・
身
体
障
害
者
手
帳
・
戦
傷
病
者
手

帳
・
療
育
手
帳
・
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳

⒉
運
転
免
許
証
（
身
体
障
害
者
等
と

生
計
を
一
に
す
る
方
が
運
転
す
る

場
合
、
運
転
者
の

免
許
証
）

⒊
印
鑑
（
認
印
可
）

⒋
自
動
車
検
査
証

⒌
納
税
通
知
書

⒍
生
計
同
一
証
明
書
（
身
体
障
害
者

等
と
生
計
を
一
に
す
る
方
が
運
転

す
る
場
合
）

⒎
常
時
介
護
証
明
書
（
身
体
障
害
者

等
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
の
身

体
障
害
者
等
を
常
時
介
護
す
る
方

が
運
転
す
る
場
合
）

⒏
個
人
番
号
カ
ー
ド
【
平
成
28
年
度

か
ら
必
要
に
な
り
ま
し
た
】（
納

税
義
務
者
以
外
の
方
が
申
請
に
来

ら
れ
る
場
合
は
委
任
状
が
必
要
と

な
り
ま
す
）

●
平
成
28
年
度
以
降
の
軽
自
動
車
税

に
つ
い
て

　

地
方
税
法
等
の
改
正
に
伴
い
、
平
成

28
年
度
以
降
の
軽
自
動
車
税
の
税
額

が
変
更
し
て
い
ま
す
（
詳
細
は
平
成

28
年
４
月
号
広
報
お
よ
び
湯
浅
町
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
）。

●
お
問
い
合
わ
せ
先
：
税
務
課
ま
で

1313 平成28年5月


